
 

 

 

 

令和６年度東久留米市 

放課後子供教室運営業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年７月 
 

東久留米市教育委員会 

教育部生涯学習課 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

目次 

1. 目的 ..................................................................................................................................... 1 

2. 業務の概要 .......................................................................................................................... 1 

（１）件名 .............................................................................................................................. 1 

（２）業務内容 ....................................................................................................................... 1 

（３）契約期間 ....................................................................................................................... 1 

3. 提案限度価格 ....................................................................................................................... 1 

4. 実施形式 .............................................................................................................................. 1 

5. 参加資格要件 ....................................................................................................................... 2 

6. 全体のスケジュール（予定） ............................................................................................. 2 

7. 審査委員会 .......................................................................................................................... 3 

8. 募集内容等 .......................................................................................................................... 3 

（１）公募方法 ....................................................................................................................... 3 

（２）申し込み方法 ............................................................................................................... 3 

① 提出書類及び提出部数 ............................................................................................. 3 

② 提出期限 ................................................................................................................... 3 

③ 提出場所 ................................................................................................................... 3 

（３）参加資格要件の審査 .................................................................................................... 4 

（４）参加を辞退する場合 .................................................................................................... 4 

9. 質問及び回答 ....................................................................................................................... 4 

（１）質問方法 ....................................................................................................................... 4 

（２）質問送付先 ................................................................................................................... 4 

（３）質問期間 ....................................................................................................................... 4 

（４）回答方法 ....................................................................................................................... 4 

10. 企画提案書等の提出方法 ................................................................................................. 5 

（１）企画提案書について .................................................................................................... 5 

① 基本理念等について ................................................................................................. 5 

② 事業内容について .................................................................................................... 5 

③ 運営体制・方法について ......................................................................................... 5 

④ 安全管理について .................................................................................................... 5 

⑤ 事業スケジュール・その他 ...................................................................................... 5 

（２）見積書等について ........................................................................................................ 6 

（３）提出方法 ....................................................................................................................... 6 

11. 審査方法 .......................................................................................................................... 6 

（１）第一次審査（書類審査） ............................................................................................. 6 

（２）第二次審査（プレゼンテーション審査） .................................................................... 7 

① 実施日時 ................................................................................................................... 7 

② 会場 .......................................................................................................................... 7 

③ 出席者 ....................................................................................................................... 7 

④ 説明内容 ................................................................................................................... 7 



 

 

⑤ 使用機材 ................................................................................................................... 7 

⑥ 録音 .......................................................................................................................... 7 

⑦ 審査結果の通知 ........................................................................................................ 7 

12. 失格事項 .......................................................................................................................... 8 

13. その他 .............................................................................................................................. 8 

14. 事務局 .............................................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 



1 

 

令和６年度東久留米市放課後子供教室運営業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

1. 目的 

地域における教育力の低下、学校を取り巻く問題の複雑化・困難化、新学習指導要領の理念「社

会に開かれた教育課程」に対応するため、地域と学校の連携・協働の必要性が高まっている。地

域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する「地

域学校協働活動」が重要であるとされている。 

東久留米市教育委員会では、学校や地域等と連携・協働して放課後子供教室を実施することを

とおし、子どもたちに生涯学習活動の提供及び放課後における安全で健やかな居場所づくりを行

っていく放課後子供教室推進事業を行っている。 

本業務委託は、放課後子供教室の運営業務を東久留米市教育委員会教育部生涯学習課が事業者

に委託することにより、放課後子供教室の運営業務を安心・安全かつ効率的に行うことを目的と

する。 

この実施要領は、令和６年度東久留米市放課後子供教室運営業務委託の契約候補者をプロポー

ザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めたものである。 

   

2. 業務の概要 

（１）件名 

令和６年度東久留米市放課後子供教室運営業務委託 

（２）業務内容 

別紙「令和６年度東久留米市放課後子供教室運営業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

  契約確定の翌日から令和７年３月３１日まで 

  （契約確定は令和６年４月１日の予定） 

 

3. 提案限度価格 

  31,334,000円（消費税込みの額） 

※提案額は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を含む金額とし、消費税等

は１０％で算出することとし、上の価格を超えないこと。 

 

4. 実施形式 

公募型プロポーザル方式により実施する 
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5. 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、以下の要件を満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

り、過去３年間、同法施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当していない者 

（２）東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格に登録があるか、契約締結

までに登録ができること。 

  この条件を満たせない場合は８（２）①エ～カの書類を提出すること。 

（３）参加表明書の提出期限までに、入札参加除外措置又は競争入札参加資格停止措置を受けて

いないこと。 

（４）東久留米市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年１月２１日訓令乙第２号）に

定める暴力団員等でないこと及び暴力団員等との関係を有していない者であること 

（５）当市または他の地方公共団体等で類似する業務を請け負った実績があること 

 

6. 全体のスケジュール（予定） 

  本プロポーザルは、以下のスケジュールに沿って進める。 

なお、スケジュールは現時点での予定であるため、今後の進捗状況により予告なく変更する場

合がある。 

 

実施事項 期間 備考 

プロポーザル実施要

領の公表 

令和５年７月２０日（木）から 

令和５年８月１０日（木）まで 
 

参加表明書の提出 
令和５年８月１０日（木） 

１７時まで 

東久留米市教育委員会教育部 

生涯学習課に持参又は郵送 

参加資格審査結果の 

通知 

令和５年８月２８日（月）までに 

通知 

審査結果を書面及び電子メー

ルにて通知 

質問受付 
参加資格審査結果受領の日から 

令和５年９月７日（木）１７時まで 
全参加事業者あてに電子メー

ルにて回答する。ただし、参加

資格要件を満たさなかった事

業者の質問には回答しない。 質問回答 
令和５年９月１４日（木）までに 

回答予定 

企画提案書等の提出 
令和５年９月２５日（月） 

１７時まで必着 

東久留米市教育委員会教育部 

生涯学習課に持参又は郵送 

第一次審査の 

結果通知 

令和５年１１月１日（水）に 

通知予定 

提案事業者あてに結果を書面

及び電子メールにて通知 
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第二次審査（プレゼン

テーション） 
令和５年１１月中旬を予定 

審査委員会による審査及びヒ

アリング 

第二次審査の 

結果通知 
令和５年１１月３０日（木） 

第二次審査に参加した 

提案事業者あてに結果を書面

及び電子メールにて通知 

契約締結 令和６年４月１日を予定  

7. 審査委員会 

 本プロポーザルにおいて、参加資格要件の確認とその後の各審査は、東久留米市放課後子供教室

運営業務に係る公募型プロポーザル審査委員会が行う。 

 

8. 募集内容等 

（１）公募方法 

  東久留米市のホームページ、広報紙にて募集する。また、プロポーザル実施要領など、本プロ

ポーザルへの参加に必要な書類一式をホームページへ掲載する。 

（２）申し込み方法 

本プロポーザルへの参加にあたっては以下の書類を提出すること。 

① 提出書類及び提出部数 

ア 参加表明書（様式１）  

イ 会社概要書（様式２）  

ウ 業務実績書（様式３）  

エ 登記事項証明書 

オ 直近年度の国税（法人税並びに消費税及び地方消費税）の納税証明書 

カ 東久留米市内に事業所を有している場合は法人市民税の納税証明書 

※エ～カの書類は東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格に 

登録がない場合に正本各１部を提出すること。 

※業務実績書に記載する実績は直近５年度に実施した事例について記載すること。 

② 提出期限 

令和５年８月１０日（木）１７時まで 

③ 提出場所 

〒２０３－８５５５ 

東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

東久留米市教育委員会教育部生涯学習課（市役所６階） 

電話:０４２－４７０－７７８４（直通） 
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※提出書類は提出場所まで持参するか、提出期限までに必着で郵送すること。 

持参する場合の受付時間は平日の９時～１７時（土日祝日並びに平日の正午～ 

１３時を除く）。 

（３）参加資格要件の審査 

  提出された書類をもとに、参加資格要件を満たしているかについて審査し、令和５年８月２８

日（月）までに書面及び電子メールにて参加資格要件を満たす事業者（以下「参加事業者」とい

う。）であるか否かについて通知する。 

提出書類に不備等がある場合は期日を定めて再提出を求め、指定の期限までに再提出に応じな

い場合はプロポーザルへの参加を認めない。 

（４）参加を辞退する場合 

  参加表明書提出後に本プロポーザルから辞退する場合は、令和５年９月２５日（月）１７時ま

でに参加辞退届（様式４）を８（２）③の提出場所まで持参するか、同日必着で郵送すること。

持参する場合の受付時間は平日の９時～１７時（土日祝日、平日の正午～１３時を除く）とする。 

 

9. 質問及び回答 

（１）質問方法 

本プロポーザルについて質問がある場合には、電子メールのタイトルを「【事業者名】プロポ

ーザルに関する質問」とし、質問書（様式５）と質問書を下記（２）の質問送付先まで電子メー

ルで送付すること。定められた質問方法以外の方法による質問は受け付けない。 

また、参加資格要件を満たした参加事業者に対してのみ回答する。 

（２）質問送付先 

  東久留米市教育委員会教育部生涯学習課 

メールアドレス: shogaigakushu@city.higashikurume.lg.jp 

（３）質問期間 

  参加資格審査結果受領の日から令和５年９月７日（木）１７時まで 

 

（４）回答方法 

質問に対する回答は、全ての参加事業者に対し、令和５年９月１４日（木）までに電子メール

にて一括で送付する。ただし、他の事業者またはその提案内容に関する質問や審査に支障をきた

すおそれがある内容に関する質問には回答しない。また、この回答は本実施要領の追加又は修正

とみなす。電子メールの受信を確認した参加事業者は、（２）の質問送付先あてに電子メールで

質問の回答を受信した旨を連絡すること。なお、質問元の事業者の名称等については公表をしな

い。 
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10. 企画提案書等の提出方法 

  参加事業者は、次の要領に従って本業務に対する提案内容を記載した企画提案書（様式６）及 

び見積書（以下、「企画提案書等」という）を提出すること。 

（１）企画提案書について 

企画提案書については、以下の内容を必ず記載すること。また、各様式の記載内容を満たせ 

ば、任意様式も可とする。 

 

① 基本理念等について 

・本事業実施するにあたっての基本理念・方針・目標について 

・地方公共団体等へ放課後子供教室運営事業または類似事業を行った実績について、 

契約先自治体名、契約期間、適用業務、参加児童数等を記載すること。このとき、 

参加表明書に記載したものについても必ず記載すること。 

② 事業内容について 

・特色ある生涯学習プログラムの提供・効果について 

・SNS や動画配信などによる事業の周知方法について 

・参加児童や保護者とのコミュニケーションの工夫について 

・参加者の意見を反映していく仕組みについて 

・地域と連携した体験活動の実施について（地域住民・企業との交流活動の 

企画運営） 

③ 運営体制・方法について 

・具体的な職員配置について 

・職員の資質、研修体制・内容 

・市担当、学校、学童保育所との調整方法について 

・参加登録方法について 

・出欠管理について 

・市担当者、学校、学童保育所、保護者との連絡手段について 

・効率的な運営のための ICT の活用について 

・個人情報の保護について 

④ 安全管理について 

・事故防止・安全対策について 

・スタッフの安全教育について 

・けが、急病の発生時の対応方法・体制について 

・災害発生時の対応方法・体制について 

・傷害保険・賠償保険の内容 

⑤ 事業スケジュール・その他 

・別紙の仕様書に基づき契約締結（令和６年４月１日）から令和７年３月３１日 

までの本業務のスケジュール（予定）を作成すること。また、スケジュールを 

適切に管理するための進行管理、マネジメントの取り組みについて提案すること。 

・上記に掲げるものほか有益な提案があれば記載すること。 
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※提案にあたっては、参加児童数やスタッフ配置の参考として別紙の「【参考】各小学

校の参加児童実績等について」を確認すること。 

 

（２）見積書等について 

    ・見積書の様式は任意のものとするが、消費税等を含む本業務に係る一切の経費を 

記載すること 

      ・積算根拠を示した積算内訳書も添付すること。 

・見積書の費目の内訳は次を参考とすること 

    人件費（地域コーディネーター、協働活動支援員、協働活動サポーター）、 

研修費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、消耗品費（教材費、税込みの単価が 

３万円未満の備品）、その他（上記以外の運営に係る経費） 

 

（３）提出方法 

参加事業者は、令和５年９月２５日（月）の１７時までに企画提案書等を８（２）③の提出場

所まで持参するか、同日必着で郵送すること。持参する場合の受付時間は土日祝日を除く月～金

曜日の正午～１３時を除く９時～１７時とする。 

企画提案書は、正本１部と副本８部。副本は会社名、代表者名、所在地、ロゴなどの記載をせ

ず、企画提案書を提出した事業者（以下、「提案事業者」という。）が特定できないように加工

したものを提出すること。提出後の変更、差替え若しくは再提出は原則として認めない。また、

企画提案書等は返却しないものとする。 

 

11. 審査方法 

（１）第一次審査（書類審査） 

  提出された企画提案書について書類審査を行い、別に示す審査基準に基づく各審査委員の採点

結果を合計した点数を第一次審査の得点とする。満点を基準として５０％以上得点した事業者を

第一次審査通過者とする。ただし、５０％以上得点した事業者が４者以上となった場合には、第

一次審査の得点が高い上位３者を第一次審査通過者として選定する。また、審査の結果、同順位

者がいる場合は、委員の多数決により決定する。 

 企画提案書を提出した事業者が１者のみの場合でも第一次審査を実施し、各審査委員の採点結

果を合計した点数を第一次審査の得点とする。満点を基準として５０％以上得点した事業者を第

一次審査通過者とする。 

第一次審査実施後、第一次審査に参加した全ての提案事業者に審査結果を書面及び電子メール

にて通知するとともに、第一次審査通過者には、審査結果と併せて第二次審査（プレゼンテーシ

ョン）の詳細や注意事項等を通知する。 
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（２）第二次審査（プレゼンテーション審査） 

  提出された企画提案書に対する質疑及び補足説明を求めるため、第一次審査通過者によるプレ

ゼンテーション審査を行う。各審査員の採点結果を合計した点数を第二次審査の得点とし、第一

次審査の得点と合算した総合得点の最も高い提案事業者を最優秀提案事業者とし、契約に向けた

交渉権者とする。次点を第二順位者とする。ただし、第一次審査及び第二次審査の各審査委員の

合計得点が配点合計の５０％以上であることを条件とする。なお、審査の結果、同順位者がいる

場合は、委員の多数決により決定する。多数決の結果同数となった場合は委員長の判断によるも

のとする。 

第一次審査通過者が１者のみの場合でも、当該事業者の第二次審査を実施し、第一次審査及び

第二次審査の各審査委員の合計得点が配点合計の５０％以上であることを最優秀提案事業者（契

約に向けた交渉権者）の条件とする。 

① 実施日時 

令和５年１１月中旬を予定 

② 会場 

      東京都東久留米市本町三丁目３番１号 東久留米市役所 

③ 出席者 

説明者は補助者を含めて３名までとし、本業務の業務責任者及び業務従事者を含む 

こととする。 

④ 説明内容 

企画提案書に基づいて簡潔に説明を行うこととし、企画提案書の差替えや資料の追加 

配布は認めない。 

⑤ 使用機材 

スクリーンは審査委員会事務局が準備する。それ以外に使用する機材は提案事業者が 

用意すること。 

⑥ 録音 

第二次審査に際しては、後日審査委員会において内容確認が必要となったときのため 

に録音を行う。 

⑦ 審査結果の通知 

第二次審査に参加した全ての提案事業者に審査結果を書面及び電子メールにて通知 

すると共に、東久留米市のホームページに最優秀提案事業者の名称、代表者名、住所 

等を公表する。 
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12. 失格事項 

提案事業者が下記の項目のいずれかに該当した場合は、評価・審査の対象としない。また、最

優秀提案事業者であった場合には、契約を締結しない。 

（１） 期日までに提出書類を提出しなかった場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載をした場合 

（３） 本実施要領に定める参加資格要件を満たさなくなった場合 

（４） 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合 

（５） 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく審査の実施を妨げる行為がある場合 

 

13. その他 

（１） 本プロポーザルに関する費用は、全て提案事業者の負担とすること。 

（２） 本プロポーザルに関し、電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負

わないものとする。 

（３） 郵送の際には、到着した日時がわかる信書便等を利用するなど提案事業者の責任におい

て確実に提出すること。 

（４） 契約の締結に当たっては、最優秀提案事業者と協議・調整を行い、仕様書を作成して随

意契約を締結する。 

（５） 最優秀提案事業者が失格事項に該当したとき、正当な理由なく契約を締結しないとき又

は協議が調わないときは、その結果を取り消すとともに、第二順位者と契約締結に向けた協

議を行う。 

（６） 質問受付の締切後は、本実施要領の内容及び選定に係る過程等の内容についての問い合

わせは一切受け付けないこととする。 

（７） 本プロポーザルにて提出された書類は、本市の文書管理規程に基づき保管するものとし、

交渉権者決定後は、本市の情報公開条例の対象となる可能性があり、当該条例の趣旨に基づ

き本プロポーザルに参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称・住所等並びに

提案書を特定した理由（審査結果等）等を公開することがある。 

 

14. 事務局 

   本プロポーザルに係る事務局は、下記のとおりとする。 

   担当窓口   ： 教育部生涯学習課生涯学習係 野村・大鹿 

   所在地    ： 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 東久留米市役所 ６階 

   電話     ： ０４２－４７０－７７８４（直通） 

   ＦＡＸ    ： ０４２－４７０－７８１１ 

   電子メール  ： shogaigakushu@city.higashikurume.lg.jp 

   市ホームページ： https://www.city.higashikurume.lg.jp 


